
立川市新学校給食共同調理場整備運営事業
実施方針　新旧対照表

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ① ア (ア) 項目等 修正前 修正後

1 1 第1 1 (2) ①
①　学校給食衛生管理基
準に準拠した施設整備と

給食調理
①　学校給食衛生管理基準に沿った施設整備と給食調理 ①　学校給食衛生管理基準に準拠した施設整備と給食調理

2 1 第1 1 (2) ①
①　学校給食衛生管理基
準に準拠した施設整備と

給食調理

新学校給食共同調理場は、「学校給食衛生管理基準」及び「大量調理施設衛
生管理マニュアル」に準拠するとともに、HACCP（Hazard Analysis and Critical
Point）の考え方を取り入れた作業区域の確保と衛生管理の整った施設とし、
HACCPの考え方を取り入れた調理の工程管理を行う。

新学校給食共同調理場は、「学校給食衛生管理基準」及び「大量調理施設衛
生管理マニュアル」に準拠するとともに、HACCP（Hazard Analysis and Critical
Control Point）に準拠した作業区域の確保と衛生管理の整った施設とし、
HACCPに準拠した調理の工程管理を行う。

3 2 第1 1 (2) ④
④　災害時に対応した学

校給食施設の整備

新学校給食共同調理場は、災害時に必要なアルファ化米の備蓄や受水槽の設
置、万が一すべてのライフラインが止まった場合にも温かいアルファ化米を提
供できる機能を備えた施設とする。また、隣接する現学校給食共同調理場とと
もに、両調理場の車庫等を活用した物資の搬出入、給食配送車を活用した一
次避難所（小・中学校）への災害支援物資提供を行う二次集積拠点とする。

新学校給食共同調理場は、災害時に必要なアルファ化米の備蓄や受水槽の設
置、万が一すべてのライフラインが止まった場合にもアルファ化米を使用した温
かいご飯を提供できる機能を備えた施設とする。また、隣接する現学校給食共
同調理場とともに、両調理場の車庫等を活用した物資の搬出入、給食配送車を
活用した一次避難所（小・中学校）への災害支援物資提供を行う二次集積拠点
とする。

4 2 第1 1 (2) ⑤ ⑤　食育機能の充実
新学校給食共同調理場に、現学校給食共同調理場とは違った切り口で、映像
で調理風景を見学できるようにするなどの食育機能を導入するとともに、栄養
士が調理員とともに学校訪問を行い、食に関する指導を行う。

新学校給食共同調理場に、映像で調理風景を見学できる食育機能を導入する
とともに、栄養士が調理員とともに学校訪問を行うなどの食に関する指導を行
う。

5 5 第1 1 (9) (9)　光熱水費の負担

維持管理業務及び運営業務の実施に係る光熱水費は、事業者が負担する。た
だし、市職員用事務室での使用分は、本市が負担する（サービス対価とは別
に、本市が事業者に支払う。）。事業者は、環境負荷低減に寄与する事業とす
るため、光熱水費の削減をできる限り図るように業務を実施すること。

維持管理業務及び運営業務の実施に係る光熱水費は、事業者が負担する。た
だし、市職員用事務室等での使用分は、本市が負担する（サービス対価とは別
に、本市が事業者に支払う。）。事業者は、環境負荷低減に寄与する事業とす
るため、光熱水費の削減をできる限り図るように業務を実施すること。

6 6 第1 1 (10) (10)　地元経済への貢献

(10)　地元経済の発展への貢献
事業者は、本事業の実施に当たっては、市内在住者の優先的な雇用の促進や
市内に本店、支店又は営業所を有する者との連携など、地元経済の発展に貢
献するよう努めること。

(10)　地元経済への貢献
事業者は、本事業の実施に当たっては、市内在住者の優先的な雇用の促進や
市内に本店、支店又は営業所を有する者との連携など、地元経済に貢献する
よう努めること。

7 17 第2 3 (2) ③ ア
③　厨房機器等の調達及

び設置業務を行う者
ア　入札参加表明時点で、電子調達サービスにおいて本市に登録があり、申請
業種が厨房であること。

ア　入札参加表明時点で、電子調達サービスにおいて本市に登録があり、申請
業種が家電・カメラ・厨房機器等であること。

8 18 第2 3 (2) ⑥ エ ⑥　運営業務を行う者
エ　4,000食以上の学校給食共同調理場等での調理業務の実務経験が3年以
上で、かつ、栄養士又は調理師のいずれかの資格を有する者を、調理責任者
として、当該調理業務を実際に行う企業の正規職員として配置できること。

エ　4,000食以上の学校給食共同調理場等での調理業務の実務経験が10年以
上で、かつ、栄養士又は調理師のいずれかの資格を有する者を、調理責任者
として、当該調理業務を実際に行う企業の正規職員として配置できること。

9 24 第4 1 ③ エ ③　地域地区等 エ　防火関係：なし エ　防火関係：建築基準法第22条区域



立川市新学校給食共同調理場整備運営事業
実施方針　新旧対照表

Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ① ア (ア) 項目等 修正前 修正後

10 25 第4 2 (1) (1)　基本的考え方

本施設については、「学校給食衛生管理基準」に準拠するとともに、衛生面及
び機能面を重視し、ドライシステムの導入、汚染作業区域と非汚染作業区域の
区分化、調理工程別の区画化等により、HACCPの考え方を取り入れた衛生管
理に対応した設備の配置を基本とする。

本施設については、「学校給食衛生管理基準」に準拠するとともに、衛生面及
び機能面を重視し、ドライシステムの導入、汚染作業区域と非汚染作業区域の
区分化、調理工程別の区画化等により、HACCPに準拠した衛生管理に対応し
た設備の配置を基本とする。

11 30 資料1：リスク分担表


